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◆ 貸付条件の変更等の実施状況について 

 

・ 中小企業等金融円滑化法第4条に基づく措置の実施状況 
別紙 7、8をご覧ください。 

・ 中小企業等金融円滑化法第5条に基づく措置の実施状況 

別紙 9をご覧ください。 

 

 



別紙　　7

中小企業等金融円滑化法第４条に基づく措置の実施状況

〔債務者が中小企業者である場合〕

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

353 4,179 1,123 15,272 1,902 27,572 2,689 39,522 3,495 50,344 4,783 71,213

157 2,164 552 9,922 962 17,934 1,341 25,791 1,744 32,879 2,283 44,378

99 1,344 444 8,210 812 14,959 1,156 22,211 1,548 29,314 2,025 38,732

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 132 39 469 74 1,469 104 1,847 114 2,095

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 817 85 1,267 81 2,033 79 1,454 56 1,020 101 2,837

1 3 13 312 30 471 32 655 36 697 43 714

196 2,014 571 5,349 940 9,637 1,348 13,731 1,751 17,464 2,500 26,834

123 1,082 427 3,645 740 6,866 1,094 10,900 1,488 14,500 2,101 22,021

1 1 26 496 61 819 93 1,204 150 1,892 177 2,124

0 0 0 0 0 0 7 26 11 63 16 111

71 918 108 1,128 107 1,621 115 1,176 57 592 154 2,030

1 12 10 79 32 330 46 448 56 478 68 657

東日本大震災の被災地域において集計を行うために必要な書類が滅失した店舗があることから、データ収集が可能な範囲で集計を行っております。注1）

平成２３年３月末

（単位：件/百万円）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成２２年１２月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかっ
た貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権　      　　　　　

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応
諾する旨の判断を示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた
貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権      　　　　　

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権

平成23年3月末時点における謝絶合計291件4,219百万円には、申込から3ヵ月が経過したことにより謝絶とみなして集計している債権（279件4,131百万円）が含まれております。注2）



別紙　　8

中小企業等金融円滑化法第４条に基づく措置の実施状況

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

34 697 97 1,890 154 3,178 220 4,439 276 5,278 324 7,200

7 136 53 1,245 99 2,462 144 3,019 192 4,236 243 5,385

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 106 24 245 39 360 54 461 59 566

0 0 2 6 4 10 4 10 8 28 11 31

27 561 34 343 25 255 30 837 22 358 14 1,026

0 0 1 194 6 215 7 220 8 222 8 222

注1） 東日本大震災の被災地域において集計を行うために必要な書類が滅失した店舗があることから、データ収集が可能な範囲で集計を行っております。

平成２３年３月末

（単位：件/百万円）

本表中の謝絶に係る貸付債権は、全て申込から3ヵ月が経過したことにより謝絶とみなした債権です。注2）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成２２年１２月末

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以
後に貸付けの条件の変更等の申込みが行われたことを確認す
ることができた者から、貸付けの条件の変更等の申込みを受け
た貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権        

うち、他の金融機関により法の施行日以後になされ
た貸付けの条件の変更等の実行を認識していた場
合の貸付債権

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権



別紙　　9

中小企業等金融円滑化法第５条に基づく措置の実施状況

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

23 231 98 973 148 1,435 206 2,153 247 2,537 400 4,184

3 32 39 406 75 737 112 1,196 142 1,502 278 2,920

0 0 9 85 33 304 41 371 58 608 66 670

19 194 41 421 21 238 29 349 20 169 24 277

1 4 9 60 19 155 24 235 27 257 32 315

注1） 東日本大震災の被災地域において集計を行うために必要な書類が滅失した店舗があることから、データ収集が可能な範囲で集計を行っております。

平成２３年３月末

（単位：件/百万円）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成２２年１２月末

平成23年3月末時点における謝絶合計66件670百万円には、申込から3ヵ月が経過したことにより謝絶とみなして集計している債権（60件627百万円）が含まれております。注2）

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権

うち、実行に係る貸付債権

うち、謝絶に係る貸付債権       

うち、審査中の貸付債権

うち、取下げに係る貸付債権


